
プレスリリース

「平成22年度農畜水産物中のダイオキシン類の実態調査」
の結果について

農林水産省は、平成 22 年度に実施した農産物、畜産物及び水産物中のダイオキシ
ン類の実態調査の結果をとりまとめました。

1 実態調査の背景

農林水産省は、「ダイオキシン対策推進基本指針」（平成 11 年 3 月ダイオキシン対策関
係閣僚会議決定）及び「食品の安全性に関する有害化学物質サーベイランス・モニタリ
ング中期計画」（平成 18 年 4 月 20 日公表）に基づき、農畜水産物中のダイオキシン類
濃度の実態調査を実施しています。

2 実態調査の結果

（1）農産物調査

葉菜類等や水稲の茎葉部について調査し、非結球葉菜類における平成 15 年度から平成
22 年度の結果を各調査年度で比較したところ、統計学的に有意な差は見られませんでし
た。

（2）畜産物調査

畜産物（牛乳、牛肉、豚肉、鶏肉及び鶏卵）について調査し、各畜産物別に前回調査し
た平成 20 年度の調査結果と比較したところ、統計学的に有意な変化は見られませんで
した。

（3）水産物調査

水産物（スズキ、ホッケ及びタチウオ）について調査し、各魚種別に前回調査した平成
20 年度の結果と比較したところ、スズキ及びタチウオについては有意な変化は認められ
ませんでした。

一方、ホッケでは統計学的に有意に高いとの結果を得ました。平成 22 年度のホッケの
ダイオキシン類濃度の中央値は、平成 20 年度と比べると 1.4 倍程度でしたが、健康に
悪影響を及ぼすようなレベルではありませんでした。

農林水産省は、引き続きダイオキシン類の経年変化を見るため、調査を継続していく予
定です。

（参考）ダイオキシン類の食品からの一日摂取量調査について
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厚生労働省が平成 21 年に実施したダイオキシン類からの一日摂取量調査（平成 22 年 10
月 8 日公表）では、我が国における農畜水産物を含む食品からのダイオキシン類摂取量
は、耐容一日摂取量（4 pg-TEQ/kg 体重/日）の 5分の 1程度と報告されています。

1. 耐容一日摂取量：人が一生涯にわたり毎日摂取しても健康に悪影響が現れないと
判断される一日あたりの摂取量。

2. ピコグラム(pg)：1 兆分の 1 グラム
3. TEQ(Toxicity Equivalency Quantity)：ダイオキシン類の毒性は種類毎に異なる

ため、摂取したダイオキシン類の量は、種類毎の毒性の強さを換算する係数を各
ダイオキシン毎の濃度に乗じて得た値を総和した値(毒性等量：TEQ)として表示
しています。

＜添付資料＞

・ 別添 1：平成 22 年度農畜水産物中のダイオキシン類の実態調査結果
・ 別添 2：平成 21 年度食品からのダイオキシン類一日摂取量調査等の調査結果につ

いて
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別添１ 

平成 22 年度 農畜水産物中のダイオキシン類の実態調査結果 

 

１．調査の背景と目的 

 

農林水産省は、「ダイオキシン対策推進基本指針」（平成 11 年 3 月ダイオキシン

対策関係閣僚会議決定）及び「食品の安全性に関する有害化学物質のサーベイラン

ス・モニタリング中期計画」（平成 18 年 4 月 20 日公表。以下「中期計画」という。）

に基づき、農畜水産物中のダイオキシン類濃度の実態調査を実施し、結果を公表し

ています。 

このうち、農産物については、安全な農産物の生産等に資することを目的として、

平成 11 年度から平成 14 年度までは全国的な実態を把握するための調査を行い、平

成 15 年度からは、農作物中のダイオキシン濃度の経年的変化を把握することを目的

として平成 15～17 年度及び平成 19 年度に調査を行っています。 

畜産物（牛乳、食肉、鶏卵）については、我が国で流通する畜産物中のダイオキ

シン類の実態を把握するため、平成 10 年度から調査を行っており、平成 18 年度か

らは中期計画に基づき隔年ごとに実態調査を行っています。 

水産物については、我が国沿岸域等の魚介類中のダイオキシン類の実態を把握するた

め、平成 11 年度から毎年調査を行っています。平成 18 年度からは、食品の安全性に関

するリスク管理に必要なデータを得るため、中期計画に基づき、漁獲量が多い魚種や過

去の調査結果から比較的高いダイオキシン類濃度が認められた魚種を対象として実態

調査を行っています。 

 

 

２．農産物 

 

（１）調査方法 

  ア 調査地点及び対象農産物 

これまでの調査結果において、農産物中のダイオキシン類濃度に大きな経年的

変化が見られなかったことから、今回の調査から、調査対象を周辺環境の影響を

受けやすい形状を有する葉菜類等の品目に絞りました。 

また、水稲については、周辺環境の影響を受けやすく、飼料として使用される

茎葉部を今回の調査対象としました。各検体は、都道府県の協力のもと、毎年同

一地点において検体採取が可能な農業試験場から、各都道府県当たり１～２品目

程度、計 11 品目 70 検体を収集しました。 

 

  イ 調査項目 

 農産物中のダイオキシン類（ポリ塩化ジベンゾーパラージオキシン（PCDD）、

ポリ塩化ジベンゾフラン（PCDF）及びコプラナーPCB（Co-PCB）） 

 

  ウ 試料の採取 



 

各都道府県の農業試験場において、当該作物が栽培されているほ場の中心部

及び中心部から対角線上に４方向の計５箇所から農作物を 200 g 以上ずつ採

取、混合した後、分析用試料としました。 

 

  エ 試料の分析 

試料の調製については、各農産物の可食部（水稲については茎葉部）を「農

薬の農作物等における残留性に関する試験方法」（昭和 48 年 7 月環境庁告示

第 46 号）に従って調製し、「食品中のダイオキシン類の測定方法暫定ガイド

ライン」（平成 20 年 2 月厚生労働省医薬食品局食品安全部。以下「測定方法

暫定ガイドライン」という。）に準拠して分析しました。 

 

（２）分析値の換算方法及び検出下限値 

ダイオキシン類（PCDD、PCDF 及びCo-PCB）を高分解能ガスクロマトグラフ質量

分析計(HRGC/HRMS)で同定・定量し、毒性があるとみなされている29種（別表1）に

ついてWHOが2005年に提案した毒性等価係数を用いて毒性等量（TEQ。TEQ について

は別添参考資料参照）に換算しました。以下、調査結果において、ダイオキシン類

の濃度表示は全てTEQ に換算した数値です。 

検出下限値（表1）は、JIS K0312（2005）「工業用水・工場排水中のダイオキシ

ン類の測定方法 7.5.2測定方法の検出下限及び定量下限」に従って定めました。 

検出下限値以上の測定値を各試料中のダイオキシン類濃度とし、検出下限値未満

の数値は 0 としました（本換算方法の詳細については別添参考資料参照）。 

 

表 1 農産物のダイオキシン類の検出下限値 

（単位：pg/g 湿重量） 

ダイオキシン類 検出下限値 

PCDD 4 塩素化ジベンゾ－パラ－ジオキシン 0.003 

5 塩素化ジベンゾ－パラ－ジオキシン 0.003 

6 塩素化ジベンゾ－パラ－ジオキシン(1,2,3,4,7,8-) 

6 塩素化ジベンゾ－パラ－ジオキシン(1,2,3,6,7,8-) 

6 塩素化ジベンゾ－パラ－ジオキシン(1,2,3,7,8,9-) 

0.007 

0.005 

0.004 

7 塩素化ジベンゾ－パラ－ジオキシン 0.005 

8 塩素化ジベンゾ－パラ－ジオキシン 0.01 

PCDF 4 塩素化ジベンゾフラン 0.003 

5 塩素化ジベンゾフラン(1,2,3,7,8-) 

5 塩素化ジベンゾフラン(2,3,4,7,8-) 

0.003 

0.002 

6 塩素化ジベンゾフラン(1,2,3,4,7,8-) 

6 塩素化ジベンゾフラン(1,2,3,6,7,8-) 

6 塩素化ジベンゾフラン(1,2,3,7,8,9-) 

6 塩素化ジベンゾフラン(2,3,4,6,7,8-) 

0.008 

0.004 

0.007 

0.006 

7 塩素化ジベンゾフラン(1,2,3,4,6,7,8-) 

7 塩素化ジベンゾフラン(1,2,3,4,7,8,9-) 

0.004 

0.005 

8 塩素化ジベンゾフラン 0.01 

Co-PCB 

 

ノンオルトCo-PCBs(#77) 0.01 

ノンオルトCo-PCBs(#81) 0.005 



 

 

 

 

ノンオルトCo-PCBs(#126,#169) 0.003 

モノオルトCo-PCBs(#105) 0.09 

モノオルトCo-PCBs(#114,#156,#167) 0.1 

モノオルトCo-PCBs(#118) 0.2 

モノオルトCo-PCBs(#123,#189) 0.08 

モノオルトCo-PCBs(#157) 0.06 

注 pg(ピコグラム)については別添参考資料参照。 

 

（３）回収率 

  回収率は、50％～118％であって、測定方法暫定ガイドラインに示す内標準物質

の回収率の範囲内（40％～120％）であり、許容できる範囲内でした。 

 

（４）調査結果及び考察 

  平成 22 年度の農産物の品目別調査結果は表 2 のとおりでした。 

  水稲茎葉を含む全 11 品目 70 検体のダイオキシン類濃度は最大 0.23 pg-TEQ/g

であり、平成 15 年度以降に実施した既存の調査結果と同程度でした（過去の調査

結果は別表 2 を参照）。 

 

表 2 平成 22 年度調査結果（農産物） 

（単位：pg-TEQ/g 湿重量） 

 検体数 
ダイオキシン類濃度 

最低値 最高値 平均値 

キャベツ 10 0 0.00061 0.00011 

はくさい 8 0 0.00056 0.00011 

ねぎ 5 0.00004 0.0067 0.0025 

レタス 4 0.000003 0.00019 0.000081 

こまつな 6 0.0011 0.023 0.0084 

ほうれんそう 17 0.0059 0.081 0.029 

ちんげん菜 1 － － 0.016 

しゅんぎく 1 － － 0.044 

ブロッコリー 1 － － 0.00042 

茶（生葉） 1 － － 0.016 

水稲茎葉 16 0.032 0.23 0.087 

 

 注 データはいずれも PCDD、PCDF、Co-PCB の合計値。 

最低値及び最高値は、測定方法暫定ガイドラインに準拠して、各化合物の実測値に毒性等

価係数を乗じ、その合計の値を表示しました。 

全てのダイオキシン類が検出下限値未満であった場合を「0」としました。 

 

また、農産物中のダイオキシン類濃度の経年的変化を把握するため、現行の調

査体系となった平成 15 年度から平成 22 年度の各調査年度における非結球葉菜類

を母集団と仮定し、Kruskal-Wallis 検定を用いて比較したところ、統計学的に調査

年度による有意な差は見られませんでした(P<0.05)。 

  この結果から、平成 15 年度以降において、農産物中のダイオキシン類濃度には大



 

きな変化は見られないと考えられます。これは、ダイオキシン類の排出源対策によっ

て、ほ場の周辺環境に存在するダイオキシン類の量に大きな変化がなかったためと考

えられます。 

 

 

３．畜産物 

 

（１）調査方法 

ア 調査地点及び対象畜産物 

国産の牛乳、牛肉、豚肉、鶏肉及び鶏卵について、全国から各 25 検体、合計

125 検体を収集しました。 

 

イ 調査項目 

畜産物中のダイオキシン類（ポリ塩化ジベンゾ－パラ－ジオキシン（PCDD）、

ポリ塩化ジベンゾフラン（PCDF）及びコプラナーPCB（Co-PCB）） 

 

ウ 試料の採取 

  牛乳は 1 Ｌ（紙パック入り製品）、牛肉、豚肉及び鶏肉は 1 kg 以上を 1 検体

として分析用試料としました。鶏卵（全卵）は合計 1 kg 以上(鶏卵 40 個)を 1

検体として、分析用試料としました。 

 

エ 試料の分析 

「食品中のダイオキシン類の測定方法暫定ガイドライン」（平成 20 年 2 月

厚生労働省医薬食品局食品安全部。以下、「測定方法暫定ガイドライン」とい

う。）に準拠して分析しました。 

 

（２）分析値の換算方法及び検出下限値 

ダイオキシン類（PCDD、PCDF 及びCo-PCB）を高分解能ガスクロマトグラフ質量

分析計(HRGC/HRMS)で同定・定量し、毒性があるとみなされている29種（別表1）に

ついてWHOが2005年に提案した毒性等価係数を用いて毒性等量（TEQ。TEQ について

は別添参考資料参照）に換算しました。以下、調査結果において、ダイオキシン類

の濃度表示は全てTEQ に換算した数値です。 

検出下限値（表3）は、JIS K0312（2005）「工業用水・工場排水中のダイオキシ

ン類の測定方法 7.5.2測定方法の検出下限及び定量下限」に従って定めました。 

検出下限値以上の測定値を各試料中のダイオキシン類濃度とし、検出下限値未満

の数値は0としました（本換算方法の詳細については別添参考資料参照）。 

 

表 3 畜産物のダイオキシン類の検出下限値 

（単位：pg/g 湿重量） 

ダイオキシン類 牛乳 

 

牛肉・豚肉 

鶏肉・鶏卵 

PCDD 4 塩素化ジベンゾ－パラ－ジオキシン 0.005 0.01 

5 塩素化ジベンゾ－パラ－ジオキシン 0.005 0.01 

6 塩素化ジベンゾ－パラ－ジオキシン 0.01 0.02 



 

7 塩素化ジベンゾ－パラ－ジオキシン 0.01 0.02 

8 塩素化ジベンゾ－パラ－ジオキシン 0.02 0.05 

PCDF 4 塩素化ジベンゾフラン 0.005 0.01 

5 塩素化ジベンゾフラン 0.005 0.01 

6 塩素化ジベンゾフラン 0.01 0.02 

7 塩素化ジベンゾフラン 0.01 0.02 

8 塩素化ジベンゾフラン 0.02 0.05 

Co-PCB ノンオルトCo-PCBs 0.1 0.1 

モノオルトCo-PCBs 1 1 

 

（３）回収率 

回収率は 40％～120％であり、測定方法暫定ガイドラインに示す内標準物質の回

収率の範囲内（40～120％）であり、許容できる範囲内でした。 

 

（４）調査結果及び考察 

平成 22 年度の畜産物の品目別調査結果は表 4 のとおりでした。 

畜産物 5 品目 125 検体の畜産物のダイオキシン類濃度を、品目ごとに

Mann-Whitney の U 検定を用いて平成 20 年度の調査結果と比較したところ、有意な

差は見られませんでした（P<0.05）。 

 

表 4 平成 22 年度及び平成 20 年度の調査結果（畜産物） 

                           （単位：pg-TEQ/g 湿重量） 

平成 22 年度 平成 20 年度 

畜産物

の種類 

検

体

数 

ダイオキシン類濃度 
畜産物

の種類

検

体

数

ダイオキシン類濃度 

最低値 最高値 平均値 中央値 最低値 最高値 平均値 中央値

牛乳 25 0.00003 0.039 0.0069 0.0032 牛乳 30 0.000060 0.039 0.0064 0.0030

      チーズ 30 0.000060 0.27 0.089 0.083 

牛肉 25 0.00063 1.2 0.25 0.14 牛肉 40 0 1.3 0.20 0.083 

豚肉 25 0.00029 0.040 0.0079 0.0036 豚肉 30 0.00018 0.035 0.0056 0.0022

鶏肉 25 0.00012 0.18 0.027 0.011 鶏肉 30 0.00031 0.19 0.037 0.017 

鶏卵 25 0.00057 0.12 0.032 0.033 鶏卵 30 0.00070 0.20 0.033 0.023 

 

注 データはいずれも PCDD、PCDF 及び Co-PCB の合計値。 

最低値及び最高値は、測定方法暫定ガイドラインに準拠して、各化合物の実測値に毒性等価

係数を乗じ、その合計の値を表示しました。 

全てのダイオキシン類が検出下限値未満であった場合を「0」としました。 

 

 

４．水産物  

 

（１）調査方法 

ア 調査地点及び対象水産物 

我が国周辺水域のスズキ、タチウオ及びホッケの計 3 魚種について 1 魚種当た



 

り 30 検体、合計 90 検体収集しました。各魚種の漁獲水域から収集する検体数は、

別紙の「我が国周辺水域区分図」の水域区分ごとの生産量に応じて算定しました。 

 

イ 調査項目 

水産物中のダイオキシン類（ポリ塩化ジベンゾ－パラ－ジオキシン（PCDD）、

ポリ塩化ジベンゾフラン（PCDF）及びコプラナーPCB（Co-PCB）） 

 

ウ 試料の採取 

  試料は、産地、市場等から魚介類を買い取るなどの方法にて採取しました。魚

は皮及び内臓を除いた筋肉部を分析対象としました。   

分析に供する 1 検体ごとに、原則として 10 個体以上を含み重量が 1 kg 以上と

なるよう調整し、分析試料としました 

 

エ 試料の分析 

「食品中のダイオキシン類の測定方法暫定ガイドライン」平成 20 年 2 月厚生

労働省医薬品局食品安全部。以下「測定方法暫定ガイドライン」という。）に準

拠して分析しました。 

 

（２）分析値の換算方法及び定量下限値 

ダイオキシン類（PCDD、PCDF 及び Co-PCB）を高分解能ガスクロマトグラフ質量

分析計(HRGC/HRMS)で同定・定量し、毒性があるとみなされている 29 種（別表 1）

について WHO が 2005 年に提案した毒性等価係数を用いて毒性等量（TEQ。TEQ につ

いては別添参考資料参照）に換算しました。以下、調査結果において、ダイオキシ

ン類の濃度表示は全て TEQ に換算した数値です。 

各種物質の定量下限値については、表 5 のとおりです。JIS K0312（2005）「 工

業用水・工場排水中のダイオキシン類の測定方法」に従い、試料ごとの「定量下

限」を求め、それらの値が測定方法暫定ガイドラインに記載されている「目標検

出下限値」を下回っていることを確認したため、「目標検出下限値」を定量下限

値としました。定量下限値以上の測定値を各試料中のダイオキシン類濃度とし、

定量下限値未満の数値は 0 としました（本換算方法の詳細については別添参考資

料参照）。 

 

表 5 水産物のダイオキシン類の定量下限値 

  （単位：pg/g 湿重量） 

ダイオキシン類 水産物 

PCDD 4 塩素化ジベンゾ－パラ－ジオキシン 0.01 

5 塩素化ジベンゾ－パラ－ジオキシン 0.01 

6 塩素化ジベンゾ－パラ－ジオキシン 0.02 

7 塩素化ジベンゾ－パラ－ジオキシン 0.02 

8 塩素化ジベンゾ－パラ－ジオキシン 0.05 

PCDF 4 塩素化ジベンゾフラン 0.01 

5 塩素化ジベンゾフラン 0.01 

6 塩素化ジベンゾフラン 0.02 

7 塩素化ジベンゾフラン 0.02 



 

8 塩素化ジベンゾフラン 0.05 

Co-PCB ノンオルトCo-PCBs 0.1 

モノオルトCo-PCBs 1 

 

（３）回収率 

回収率は 50％から 120％であり、測定方法暫定ガイドラインに示す内標準物質の

回収率の範囲内（40％～120％）であり、許容できる範囲内でした。 

 

（４）調査結果及び考察 

平成 22 年度の水産物の魚種別調査結果は表 6 のとおりでした。全検体の詳細な

調査結果は別表 3 のとおりでした。 

水産物 3 魚種 90 検体のダイオキシン類濃度範囲は、0.096 から 7.8pg-TEQ/g 湿重

量でした。今回の調査結果を、現行と同じ方法及び同じ魚種で調査した平成 20 年

度の調査結果と Mann-Whitney の U 検定を用いて魚種別に比較しました。その結果、

スズキ及びタチウオについては有意な差は見られませんでした(P<0.05)。 

一方、ホッケについては、平成 22 年度の結果が平成 20 年度よりも有意に高くな

りました。その理由は今回の調査では不明であり、農林水産省では、引き続きホッ

ケについてダイオキシン類の経年変化を調査していく予定です。ちなみに、環境省

が毎年実施しているダイオキシン類に係る環境影響調査によりますと、平成 20 年

度から平成 21 年度まで、わが国の公共用水域での水質と底質のダイオキシン類濃

度は概ね同程度で推移しています。 

また、厚生労働省が平成 22 年 10 月 8 日に公表した「平成 21 年度食品からのダ

イオキシン類一日摂取量調査等の調査結果について」によれば、「平成 21 年度に

おける食品からのダイオキシン類の一日摂取量は、0.84±0.34pg-TEQ/kg bw/日

(0.28～1.49 pg-TEQ/kg bw/日)と推定され、耐容一日摂取量(TDI)4pg-TEQ/kg bw/

日より低い」とされています。 

 

表 6 平成 22 年度及び平成 20 年度の調査結果（水産物） 

  （単位：pg-TEQ/g 湿重量） 

水産物の種

類 

平成 22 年度 平成 20 年度 

検体数 
ダイオキシン類濃度 

検体数
ダイオキシン類濃度 

最低値 最高値 平均値 中央値 最低値 最高値 平均値 中央値

スズキ 30 0.35 7.8 2.1 1.7 30 0.25 6.1 1.9 1.6 

タチウオ 30 0.096 1.6 0.74 0.69 30 0.30 3.6 1.0 1.0 

ホッケ 30 0.21 2.1 0.89 0.56 30 0.17 2.7 0.66 0.40 

 

注 データはいずれも PCDD、PCDF 及び Co-PCB の合計値。 

最低値及び最高値は、測定方法暫定ガイドラインに準拠し、各化合物の実測値に毒性等価係

数を乗じ、その合計の値を有効数字2けたで表示しました。 

全てのダイオキシン類が定量下限値未満であった場合を「0」としました。 

 

 



 

５．今後の予定 

 

今後とも、中期計画に基づき、農畜水産物中に含まれるダイオキシン類の経年変化を

見るため、実態を把握していく予定です。 



 

                                                                 参考資料 

     

    用語の解説 

     

    １．pg（ピコグラム）：ピコは単位の一つで、１兆分の１を示す。 

                1 pg は、1 兆分の 1 グラム。 

     

    ２．TEQ（毒性等量)：ダイオキシン類には多くの異性体があり、それぞれ毒性の強

さが異なる。異性体の中でも最も毒性の強い 2,3,7,8-TCDD

の毒性を 1 として各異性体の毒性を換算し、これを総和した

値。 

     

     

    ３．JIS K0312(2005)「工業用水・工場排水中のダイオキシン類の測定方法、7.5 検

出下限及び定量下限」の概要 

     

      7.5.1 装置の検出下限及び定量下限 

             最低濃度（各標準物質をそれぞれ四塩素化物、五塩素化物で 0.1～0.5 

pg、六塩素化  物及び七塩素化物で 0.2～1.0 pg、八塩化物で 0.5～2.5 pg、

Co-PCB で 0.2～1.0 pg を含む）の検量線作成用標準液を測定し、各化合

物を定量した。この操作を 5 回以上繰り返し、得られた測定値から標準偏

差を求め、その 3 倍を測定装置の検出下限、10 倍を定量下限（①）とし

た。 

           

    7.5.2 測定方法の検出下限及び定量下限 

             測定に用いるものと同量の抽出溶媒を濃縮した抽出液に、装置への注入

量などにより①を換算した量の標準物質を添加し、各化合物を定量した。

この操作を 5 回以上繰り返し、得られた測定値から標準偏差を求め、その

3 倍を測定方法の検出下限、10 倍を定量下限（②）とした。 

             

     7.5.3 試料における検出下限及び定量下限 

             試料における検出下限及び定量下限は、②を試料の採取量・抽出量など

によって換算して算出した。 

   

   



（別表１）

化合物名

　PCDD　7種 2,3,7,8-TeCDD

1,2,3,7,8-PeCDD

1,2,3,4,7,8-HxCDD

1,2,3,6,7,8-HxCDD

1,2,3,7,8,9-HxCDD

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

OCDD

　PCDF　10種 2,3,7,8-TeCDF

(ポリ塩化ジベンゾフラン） 1,2,3,7,8-PeCDF

2,3,4,7,8-PeCDF

1,2,3,4,7,8-HxCDF

1,2,3,6,7,8-HxCDF

1,2,3,7,8,9-HxCDF

2,3,4,6,7,8-HxCDF

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

OCDF

　コプラナーPCB　12種 3,3',4,4'-TeCB

3,4,4',5-TeCB

3,3',4,4',5-PeCB

3,3',4,4',5,5'-HxCB

2,3,3',4,4'-PeCB

2,3,4,4',5-PeCB

2,3',4,4',5-PeCB

2',3,4,4',5-PeCB

2,3,3',4,4',5-HxCB

2,3,3',4,4',5'-HxCB

2,3',4,4',5,5'-HxCB

2,3,3',4,4',5,5'-HpCB

ダイオキシン類のうち、毒性があるとみなされている29種

（ポリ塩化ジベンゾーパラージオキシン）



（別表２）

平成15年度～19年度  農作物中のダイオキシン類実態調査結果の概要

品　　目

0.00066 0.0020 0.0021 0.00080

(0.000027－0.0022) (0.000021－0.011) (0.000031－0.012) (0.000036－0.0061)

0.0035 0.0028 0.0055 0.0063

(0.0016－0.0073) (0.00082－0.0054) (0.0019－0.0091) (0.0022－0.014)

0.0077 0.0076 0.0072 0.0070

(0.0035－0.015) (0.0032－0.013) (0.0035－0.012) (0.0028－0.016)

0.00035 0.0011 0.0021 0.0014

(0.000015－0.00077) (0.000017－0.0048) (0.00012－0.0088) (0.00025－0.0065)

0.017 0.023 0.0088 0.0090

(0.00086－0.048) (0.00040－0.087) (0.00019－0.029) (0.00039－0.032)

0.00057 0.00079 0.0027 0.0030

(0.00057－0.00057) (0.00037－0.0012) (0.0013－0.0041) （0.0018－0.0042）

0.0073 0.021 0.032 0.011

(0.0067－0.0079) (0.0078－0.035) (0.029－0.034) （0.0069－0.014）

0.0016 0.027 0.0044 0.0054

(0.0016－0.0016) (0.027－0.027) (0.0044－0.0044) （0.0054－0.0054）

0.0085 0.015 0.0086 0.0055

(0.0085－0.0085) (0.015－0.015) (0.0086－0.0086) (0.0055－0.0055)

0.034 0.043 0.050 0.036

(0.027－0.040) (0.013－0.073) (0.041－0.059) （0.015－0.058）

0.021 0.012 0.027 0.038

(0.021－0.021) (0.012－0.012) (0.027－0.027) (0.038－0.038)

0.014 0.024 0.017 0.036

(0.0038－0.024) (0.0045－0.044) (0.0061－0.027) （0.0030－0.069）

0.00037 0.0014 0.0018 0.00031

(0.00037－0.00037) (0.0014－0.0014) (0.0018－0.0018) (0.00031－0.00031)

0.0097 0.038 0.0058 0.0055

(0.0097－0.0097) (0.00070－0.075) (0.0043－0.0074) （0.00071－0.010）

0.010 0.0048 0.0068

(0.010－0.010) (0.0048－0.0048) (0.0068－0.0068)

0.10 0.092 0.11 0.19

(0.049－0.16) (0.023－0.16) (0.069－0.15) （0.14－0.25）

0.054 0.094 0.050 0.070

(0.033－0.072) (0.026－0.21) (0.031－0.068) (0.033－0.11)

0.0043 0.0045 0.0046 0.098

(0.0036－0.0053) (0.0029－0.0068) (0.000020－0.0090) （0.0000050－0.47）

0.0015 0.0019 0.0045 0.0024

(0.0000062－0.0034) (0.000078－0.0047) (0.00043－0.0074) （0.000018－0.0047）

0.0079 0.011 0.013 0.0072

(0.00073－0.030) (0.0021－0.047) (0.0012－0.053) (0.000038－0.027)

0.0013 0.0031 0.0026 0.0026

(0.0011－0.0015) (0.0011－0.0062) (0.0019－0.0040) （0.0018－0.0034）

平成17年度 平成16年度 平成15年度※１

1※4

ぶどう

わけぎ

なし

きゅうり

にがうり

茶（荒茶）

1

豆
類

穀

類

根
菜
類

小麦

ほうれんそう

大麦

ねぎ

かんしょ

水稲

3

7

かき

4

4※7

かぼちゃ

りんご

11

みずな

平成19年度

（単位：pg-TEQ/g-湿重量）

こまつな

のざわな

茶（生葉）

2

3※6

3※3

1

2

5

5

20※2

検体数

葉
茎
菜
類

2

1

2

大豆

さといも

注３）※2：平成15-17年度の試料数は「21」　※3：平成15-17年度の試料数は「4」　※4：平成15-17年度の試料数は「2」
　　　※5：平成15-17年度の試料数は「1」　 ※6：平成15-17年度の試料数は「4」　※7：平成15-16年度の試料数は「5」17年度以降「4」

注２）平成15年度（※1）の数値は、平成１６年度に継続して調査されたもののみを集計した。

注１）データはいずれもPCDD、PCDF及びCo-PCBの合計値から平均値を算出したもの。() 内の数値は、最小値～最大値を示す。

0※5

1

2
果
菜
類

茶

果

樹



（別表３)
平成22年度　魚介類中のダイオキシン類実態調査結果 1

種名 水域名

ダイオキシン
(PCDD＋PCDF

WHO2005換算）
pgTEQ/g

コプラナーPCB
(WHO2005換算）

 pgTEQ/g

ダイオキシン類
(WHO2005換算）

pgTEQ/g
脂質(％)

スズキ1 東北沖太平洋 0.22 0.49 0.71 2.2
スズキ2 東北沖太平洋 0.28 0.65 0.93 3.3
スズキ3 東北沖太平洋 0.50 1.1 1.6 3.2
スズキ4 東京湾 0.49 2.5 3.0 2.8
スズキ5 東京湾 0.35 1.7 2.1 3.5
スズキ6 東京湾 0.45 2.7 3.2 3.0
スズキ7 東京湾 0.51 2.8 3.3 3.8
スズキ8 東京湾 0.39 2.1 2.4 3.2
スズキ9 東京湾 0.28 1.4 1.7 2.6
スズキ10 伊勢・三河湾 0.65 1.6 2.3 3.4
スズキ11 伊勢・三河湾 0.36 0.96 1.3 2.2
スズキ12 伊勢・三河湾 0.66 1.0 1.7 2.2
スズキ13 大阪湾 1.4 5.3 6.7 4.0
スズキ14 大阪湾 1.2 6.2 7.4 3.9
スズキ15 大阪湾 1.7 6.1 7.8 3.8
スズキ16 瀬戸内海東部 0.57 1.4 1.9 5.3
スズキ17 瀬戸内海東部 0.65 2.0 2.7 4.1
スズキ18 瀬戸内海東部 0.54 1.8 2.3 4.2
スズキ19 山陰沖 0.081 0.27 0.35 1.1
スズキ20 山陰沖 0.12 0.36 0.48 1.9
スズキ21 山陰沖 0.11 0.36 0.47 2.5
スズキ22 瀬戸内海西部 0.80 2.4 3.2 1.5
スズキ23 瀬戸内海西部 0.58 1.4 1.9 1.1
スズキ24 瀬戸内海西部 0.40 0.82 1.2 0.5
スズキ25 九州北西部沖 0.13 0.59 0.72 1.2
スズキ26 九州北西部沖 0.12 0.43 0.55 1.1
スズキ27 九州北西部沖 0.12 0.61 0.73 0.8
スズキ28 九州北西部沖 0.10 0.28 0.38 0.5
スズキ29 九州北西部沖 0.14 0.43 0.57 0.5
スズキ30 九州北西部沖 0.20 0.60 0.80 0.8
タチウオ1 東海沖 0.22 0.62 0.84 5.2
タチウオ2 東海沖 0.17 0.58 0.76 5.4
タチウオ3 東海沖 0.16 0.53 0.69 4.2
タチウオ4 大阪湾 0.31 1.3 1.6 2.6
タチウオ5 大阪湾 0.21 0.89 1.1 1.2
タチウオ6 大阪湾 0.31 1.0 1.3 2.9
タチウオ7 瀬戸内海東部 0.36 1.0 1.4 5.1
タチウオ8 瀬戸内海東部 0.39 1.1 1.5 5.6
タチウオ9 瀬戸内海東部 0.36 1.0 1.4 5.1
タチウオ10 瀬戸内海東部 0.13 0.62 0.76 2.3
タチウオ11 瀬戸内海東部 0.13 0.58 0.71 2.4
タチウオ12 瀬戸内海東部 0.11 0.51 0.62 1.8
タチウオ13 瀬戸内海西部 0.28 0.81 1.1 4.8
タチウオ14 瀬戸内海西部 0.28 0.61 0.89 4.7
タチウオ15 瀬戸内海西部 0.23 0.60 0.83 4.0
タチウオ16 瀬戸内海西部 0.13 0.38 0.51 2.5
タチウオ17 瀬戸内海西部 0.15 0.55 0.70 2.9
タチウオ18 瀬戸内海西部 0.10 0.40 0.50 2.6
タチウオ19 瀬戸内海南部 0.094 0.28 0.37 1.7
タチウオ20 瀬戸内海南部 0.096 0.29 0.38 1.9
タチウオ21 瀬戸内海南部 0.067 0.21 0.28 0.9
タチウオ22 瀬戸内海南部 0.035 0.11 0.14 0.8
タチウオ23 瀬戸内海南部 0.034 0.090 0.12 0.7
タチウオ24 瀬戸内海南部 0.020 0.076 0.096 0.9
タチウオ25 九州北西部沖 0.39 0.95 1.3 5.0
タチウオ26 九州北西部沖 0.14 0.35 0.48 1.8
タチウオ27 九州北西部沖 0.14 0.32 0.45 2.2
タチウオ28 九州南部沖 0.13 0.34 0.47 5.6
タチウオ29 九州南部沖 0.10 0.27 0.37 4.7
タチウオ30 九州南部沖 0.14 0.34 0.47 4.3



（別表３)
平成22年度　魚介類中のダイオキシン類実態調査結果 2

種名 水域名

ダイオキシン
(PCDD＋PCDF

WHO2005換算）
pgTEQ/g

コプラナーPCB
(WHO2005換算）

 pgTEQ/g

ダイオキシン類
(WHO2005換算）

pgTEQ/g
脂質(％)

ホッケ1 北海道沖日本海 0.22 0.35 0.56 7.0
ホッケ2 北海道沖日本海 0.21 0.34 0.55 8.4
ホッケ3 北海道沖日本海 0.18 0.34 0.53 8.0
ホッケ4 北海道沖日本海 0.20 0.35 0.55 8.9
ホッケ5 北海道沖日本海 0.37 0.70 1.1 8.8
ホッケ6 北海道沖日本海 0.41 0.78 1.2 9.4
ホッケ7 北海道沖日本海 0.45 0.93 1.4 11.3
ホッケ8 北海道沖日本海 0.45 0.78 1.2 10.0
ホッケ9 オホーツク海 0.13 0.28 0.42 8.2
ホッケ10 オホーツク海 0.15 0.34 0.49 9.0
ホッケ11 オホーツク海 0.15 0.30 0.44 8.6
ホッケ12 オホーツク海 0.15 0.24 0.39 8.5
ホッケ13 オホーツク海 0.065 0.14 0.21 9.8
ホッケ14 オホーツク海 0.11 0.18 0.29 10.2
ホッケ15 オホーツク海 0.091 0.16 0.25 10.2
ホッケ16 北海道沖日本海 0.61 1.1 1.7 10.6
ホッケ17 北海道沖日本海 0.47 0.85 1.3 9.3
ホッケ18 北海道沖日本海 0.46 0.91 1.4 7.2
ホッケ19 襟裳岬以西太平洋 0.23 0.39 0.62 9.4
ホッケ20 襟裳岬以西太平洋 0.18 0.28 0.45 10.5
ホッケ21 襟裳岬以西太平洋 0.15 0.26 0.42 9.9
ホッケ22 襟裳岬以東太平洋 0.094 0.17 0.27 7.8
ホッケ23 襟裳岬以東太平洋 0.091 0.19 0.28 8.3
ホッケ24 襟裳岬以東太平洋 0.091 0.17 0.27 7.6
ホッケ25 東北沖日本海 0.54 1.2 1.7 5.6
ホッケ26 東北沖日本海 0.52 0.94 1.5 5.6
ホッケ27 東北沖日本海 0.52 0.97 1.5 5.6
ホッケ28 北陸沖 0.61 1.2 1.8 10.5
ホッケ29 北陸沖 0.72 1.4 2.1 10.4
ホッケ30 北陸沖 0.70 1.2 1.9 10.8



（別紙） 

 

（屋久島，種子島以北を除く）

我が国周辺水域区分図 
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瀬戸内海南部 

①青森県東津軽郡三厩村竜飛漁業地区と北津軽郡小泊村小泊漁業地区の境界

②福島県と茨城県の県境

③三重県と和歌山県の県境

④和歌山県日高郡美浜町三尾漁業地区と日高町比井崎漁業地区の境界

⑤徳島県海部郡由岐町伊座利漁業地区と阿南氏椿泊漁業地区の境界

⑥愛媛県八幡浜市八幡浜漁業地区と西宇和郡保内町川之石漁業地区の境界

⑦大分県北海部郡佐賀関町佐賀関漁業地区と神崎漁業地区の境界

⑧鹿児島県と熊本圏の県境（甑島列島と結ぶ）

⑨福岡県北九州市旧門司漁業地区と田ノ浦漁業地区の境界

⑩山口県下関市下関漁業地区と壇ノ浦漁業地区の境界

⑪野寒布岬先端 ⑫納沙布岬先端 ⑬襟裳岬先端

⑭北海道知内町と松前町の町境 ⑮山形県と新潟県の県境

⑯神奈川県と静岡県の県境 ⑰京都府丹後町と伊根町の町境（経ケ岬先端）

⑱足摺岬先端 ⑲宮崎県延岡市と門川町の境

⑳岡山県と広島県の県境 香川県と愛媛県の県境

 

① 青森県東津軽郡外ヶ浜町竜飛漁業地区と北津軽郡中泊町小泊漁業地区の境界  
② 福島県と茨城県の県境  
③ 三重県と和歌山県の県境  
④ 和歌山県日高郡美浜町三尾漁業地区と日高町比井崎漁業地区の境界  
⑤ 徳島県海部郡美波町伊座利漁業地区と阿南市櫓泊漁業地区の境界  
⑥ 愛媛県八幡浜市八幡浜漁業地区と川之石漁業地区の境界  
⑦ 大分県大分市佐賀関漁業地区と神崎漁業地区の境界  
⑧ 鹿児島県と熊本県の県境（甑島と結ぶ）  
⑨ 福岡県北九州市旧門司漁業地区と田ノ浦漁業地区の境界  
⑩ 山口県下関市下関漁業地区と壇ノ浦漁業地区の境界  



別添２ 

 
 

平成 21 年度 食品からのダイオキシン類一日摂取量調査等の調査結果について 

 

 

厚生労働省の平成 21 年度食品からのダイオキシン類一日摂取量調査では、日本人の

一般的な食生活で取り込まれるダイオキシン類の量は 0.84 pg-TEQ/kg 体重/日（そのう

ち魚介類は 0.78 pg-TEQ/kg 体重/日、畜産物は 0.053 pg-TEQ/kg 体重/日）である。 

この水準は、耐容一日摂取量（TDI）の 4 pg-TEQ/kg 体重/日を下回っており、同調査

結果では「一部の食品を過度に摂取するのではなく、バランスのとれた食生活が重要で

あることが示唆されました」と記述されている。 

 

 

食品からのダイオキシン類摂取量と耐容一日摂取量の比較 

 
注1. 厚生労働省「平成 21 年度食品からのダイオキシン類一日摂取量調査等

の調査結果について」より消費・安全局農産安全管理課及び畜水産安

全管理課作成 

注2. 食品以外（大気、土壌等）からの摂取量については、環境省の「ダイ

オキシン類の蓄積・ばく露状況及び臭素系ダイオキシン類の調査結果

について」をご参照ください。 
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